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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年５月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年１２月７日 ０１時１５分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐
い き

市郷ノ浦
ごうのうら

町蟐
じょう

蛾
が

ノ
の

瀬戸
せ と

フノリ瀬 

 壱岐市所在の壱岐大瀬
う せ

灯台から真方位２１３°８００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４４.８′ 東経１２９°３８.４′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 幸
こう

栄
えい

丸、４.９トン 

 ＳＡ３－２３３３０（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.４１ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２６４.７８kＷ、昭和５９年９月９日 

 第２９０－２６０１２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定                     

  免許登録日 昭和５３年１０月５日 

  免許証交付日 平成２３年８月２３日 

         （平成２９年８月２０日まで有効）   

 死傷者等 なし 

 損傷 舵頭材が曲損、船尾船底外板に破口（舵機室浸水）、シャフトブラケ

ットが折損、プロペラ翼が曲損、バッテリーが濡損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２５年１２月３日１１時３０

分ごろ、佐賀県唐津市高串漁港を出港し、長崎県対馬市厳原港東方沖

に向かった。 

 船長は、１６時３０分ごろから対馬東方沖において、いか釣り漁の

操業を開始し、１２月６日２１時００分ごろ、対馬市赤島東方１海里

（Ｍ）付近において、４日目の漁をやめ、錨を揚げ、真方位約１７

５°に自動操舵装置を設定し、対地速力約９.８～１０.０ノットで約

３時間航行した後、手動操舵に切り替えて蟐蛾ノ瀬戸に向けて南東進

した。  

船長は、操舵室の椅子に座って操船しており、７日０１時００分ご

ろ、壱岐フノリ瀬灯標を前方に確認し、レーダーのレンジを３Ｍから
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１.５Ｍに変え、壱岐フノリ瀬灯標に向けて航行した。 

船長は、壱岐フノリ瀬灯標の手前において、進路を壱岐島烏帽子
え ぼ し

埼

に向けるつもりでおり、０１時１０分ごろレーダーのレンジを１.５

Ｍから０.７５Ｍに変え、レーダーを監視し、目視で壱岐フノリ瀬灯

標を見ていたが、いつの間にか居眠りに陥った。 

 本船は、１２月７日０１時１５分ごろ壱岐フノリ瀬灯標の西側の干

出浜（岩）に乗り揚げた。 

 船長は、衝撃で目が覚め、乗り揚げたことが分かったので、海上保

安部及び家族に連絡した。 

 船長の家族は、佐賀玄海漁業協同組合高串支所に電話して救助を要

請した。 

本船は、乗揚後、１５分ほど岩礁上で舵を基点にして横揺れしてい

たが、自然に離礁した。 

 本船は、夜が明けてから知人の漁船２隻にえい
．．

航され、１１時３０

分ごろ高串漁港に帰った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の初期（壱岐島郷ノ浦港） 

 その他の事項 

 

船長は、操業の初日は約６時間３０分、２日目は約７時間の睡眠を

とったが、３日目は約２時間３０分の睡眠であった。 

船長は、操業の初日は約５時間３０分、２日目は約１６時間、３日

目は約１７時間３０分及び４日目は約１７時間操業しており、疲労を

感じていた。 

船長は、いつも航行している航路なので、蟐蛾ノ瀬戸のフノリ瀬の

干出浜（岩）については知っていた。 

 船長は、０３時３０分に高串漁港で競りが始まるので、０３時００

分までに帰るつもりだった。 

 本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、壱岐島西方沖を手動操舵で南東進中、操船中の船長が居眠

りに陥ったことから、フノリ瀬灯標西側の干出浜（岩）に乗り揚げた

ものと考えられる。 

 船長は、本事故の前日、約２時間３０分の睡眠であったこと、３日

連続１６時間を超す操業であり、疲労が蓄積していたこと、及び椅子

に座って操船を続けていたことから、居眠りに陥ったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が、壱岐島西方沖を手動操舵で南東進中、操

船中の船長が居眠りに陥ったため、フノリ瀬灯標西側の干出浜（岩）
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に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・身体に無理のない操業計画を立てること。 

・十分な睡眠をとって航行すること。 

・眠気を感じた場合は、航行を控えるか、又は眠気をとる動作等を

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


